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＜は じ め に＞

　東日本大震災による電力供給システムの甚大な損壊のため、電力需要に対して供給

停止や供給不足が懸念されております。

特に、電力需要に対して早期に復旧すべく、一部の需要家では損壊のあった電力供給

システムを安易に稼働させるケースも見受けられます。

また、夏の電力不足対策の一環として、自家発電機や蓄電池を設置したり、節電のため

電気機器の運転/操作を頻繁に繰り返す等、従来と異なる電気機器の使い方が行われ
る可能性があり、電気機器に対する知識不足に起因するイレギュラーな使用方法による

事故・トラブルの増加も懸念されます。

被災時における復旧復興については、その操作を誤ると二次災害に発展するケースは

少なくありません。

　こうした状況を踏まえ、盤標準化協議会ではキュービクル式高圧受電設備の被災時に

おける取扱い対応事例を具体的にあげて、より安全にお使い頂けるためのご提案として

本技術資料を作成いたしました。

　「キュービクル式高圧受電設備」所有者におかれましては、長期間安定して受電して頂

くために定期的な機器の更新を含めた適切な点検、管理の実施をお願い申しあげます。

　なお、先に出版いたしました「キュービクル式高圧受電設備Ｑ＆Ａ」「キュービクル式高

圧受電設備 トラブル・対応事例」「キュービクル式高圧受電設備設置上の注意事項」と

併せて参考にして頂けましたら、キュービクル式高圧受電設備の技術がより充実するか

と存じます。　



被災時における対応事例

１．津波による水没・浸水事例

２．地震による内部機器損傷事例

３．地震による筐体損傷事例

地震・津波による被災時の対応事例（機器編）

キュービクル 取扱説明書並びに施工説明書

参考情報（付録）



損壊の程度にもよるが、今回の場合は外箱や機器・電線が

焼損まで至っており、現地改修などの応急処置による復旧は

困難な状況と見受けられる。

応急処置

・津波によりキュービクルが水没。トランスなどの機器が浸水し

地絡・短絡が発生し、外箱や機器・電線が焼損に至る。
状況

キュービクル式高圧受電設備（全電気工作物）を取り替える。

同じ設備のキュービクルを新規製作し、損壊したキュービクル

を撤去し設置する。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

④火災等の災害の発生時には消防署等へ連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　８－９ｍ
　

津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例１‐①

　　テーマ：津波によりキュービクル水没　　

津波によりトランスなどの機器が浸水。これにより地絡、
短絡が発生し外箱や機器･電線などが焼損。



損壊の程度にもよるが、今回の場合は外箱や機器・電線が

汚水で浸かっており、現地改修などの応急処置による復旧は

困難な状況と見受けられる。

応急処置

・津波によりキュービクルが水没。

キュービクル内全体が汚水で汚染される。
状況

キュービクル式高圧受電設備（全電気工作物）を取り替える。

同じ設備のキュービクルを新規製作し、損壊したキュービクル

を撤去し設置する。また、津波によりキュービクルが浸水している
ため、基礎を嵩上げするなどの対策も考慮する。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

８－９ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例１‐②

　　テーマ：津波によりキュービクル浸水　　

津波による浸水で、キュービクル内部が汚水でつかる。



損壊の程度にもよるが、今回の場合は外箱や機器・電線が

汚水で浸かっており、現地改修などの応急処置による復旧は

困難な状況と見受けられる。

応急処置

・津波によりキュービクルが水没。

キュービクル内の遮断器上部まで汚水で汚染される。
状況

キュービクル式高圧受電設備（全電気工作物）を取り替える。

同じ設備のキュービクルを新規製作し、損壊したキュービクル

を撤去し設置する。また、津波によりキュービクルが浸水している
ため、基礎を嵩上げするなどの対策も考慮する。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

８－９ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例１‐③

　　テーマ：津波によりキュービクル浸水　　

津波による浸水で、キュービクル内部が汚水でつかる。



PFが落下し破損しているため、先ずは波及事故を防止する

ため故障箇所を回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認
する。

応急処置

・地震によりLBS用PFおよび前面保護板が脱落。状況

LBS機器本体交換およびPFは全て交換するなど、故障箇所を
除去して完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐①

　　テーマ：地震によりPF・保護板落下　　

地震の衝撃によりLBS本体よりPFヒューズが落下し破損。
又、LBS前面の保護板も落下。

PF落下
前面保護板
落下



ケーブル破損の可能性があり、先ずは波及事故を防止する

ため故障箇所を回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認
する。

応急処置

・地震により低圧引出部が破損。

・電線支持金具が変形。
状況

引込部及び電線支持金具の部品交換を行う。

ケーブルの劣化診断を行ってもらうなど、故障箇所を除去して
完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐②

　　テーマ：地震によるケーブル引出部・電線支持物の破損　　

地震の衝撃によりケーブルが移動し低圧引出部が破損。
電線支持金具も変形した。



先ずは波及事故を防止するため故障箇所を回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認
する。

応急処置

・地震によりトランス端子部破損状況

対応事例（機器編）を参照。

変圧器メーカに返却し、トランス機器本体の交換を行う。

高圧配線又は低圧配線に損傷が見られた場合は取り替える
など、故障箇所を除去して完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐③

　　テーマ：地震によりトランス端子部破損　　

地震の衝撃により端子部にストレスが掛かり、トランス低圧
端子の変形や高圧端子カバーが破損。又、油漏れも発生。



先ずは波及事故を防止するため故障箇所を回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認
する。

応急処置

・地震によりLBS端子部が変形。状況

LBS機器本体交換およびPFは全て交換する。

高圧配線に損傷が見られた場合は取り替えるなど、故障箇所
を除去して完全復旧させる。恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐④

　　テーマ：地震によりLBS端子部変形　　

地震の衝撃で高圧電線が引っ張られ、LBS端子部が変形。



損傷の程度にもよるが、今回の場合は低圧母線の被覆の亀裂と

支持物の損傷に止まっており、先ずは波及事故を防止するため

故障箇所を回路から切り離す。

応急処置

・地震により低圧母線と支持アングルが破損。状況

現地改修にて亀裂が発生した低圧母線「HIV等」及び損傷した
支持アングルを取り替えるなど、故障箇所を除去して完全復旧

させる。恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐⑤

　　テーマ：地震による電線・支持物の破損　　

地震により低圧母線「ＨＩＶ」
が支持アングルと干渉し、
被覆は亀裂が発生し、
支持アングルは変形した。



損傷の程度にもよるが、今回の場合は筐体の下部が破損し

トランス架台も変形しているため、先ずは波及事故を防止する

ため故障箇所を回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認する。

応急処置

・地震により筐体及びトランス架台が変形し、トランスが移動。状況

現地改修にて破損した筐体下部の強化修理及び変形したトランス
架台を適切な強度のものと取り替えるなど、故障箇所を除去して
完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐⑥

　　テーマ：地震による収納機器（トランス）の移動　

地震の衝撃により筐体下部
トランス架台が変形破損し
トランス架台が筐体下部の
正規の取付位置より移動。



損傷の程度にもよるが、今回の場合は基台固定ボルトが破損

しトランス設置基台がずれているため、先ずは波及事故を

防止するため故障箇所を回路から切り離す。

他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認する。

応急処置

・地震によりトランス設置基台固定ボルトが破損し

　トランスが移動。　
状況

トランス設置基台を構造変更（上部締付から下部締付に変更）

したものに現地改修にて取り替えるなど、故障箇所を除去して

完全復旧させる。
恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波５強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐⑦

　　テーマ：地震によるトランスの移動　　

地震の衝撃によりトランス基台固定ボルトが破損し、トラン
ス架台が筐体下部から移動し落下。



損傷の程度にもよるが、今回の場合はトランス固定部が変形

しているため、先ずは波及事故を防止するため故障箇所を

回路から切り離す。

その他の各機器及び充電部と支持物に損傷がないかを確認する。

応急処置

・地震によりトランス固定部が変形。状況

対応事例（機器編）を参照。

変圧器メーカに返却し、防振ゴム等の交換を行う。

現地改修にて変形したトランス固定部を修理又は取り替えるなど、

故障箇所を除去して完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例２‐⑧

　　テーマ：地震による収納機器（トランス）据付台の破損　

地震の衝撃により
トランス固定部が変形。



①基礎施工状態を確認する。

②キュービクル内の機器据付状態（固定ボルトの増し締め）及び

　筐体に変形がないか、傷はないかを確認する。

③各機器及び充電部とその支持物に損傷がないか確認する。

応急処置

・地震によりチャンネルベースが変形。状況

現地改修にて変形したチャンネルベースを取り替えるなど、

故障箇所を除去して完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例３‐①

　　テーマ：地震によりチャンネルベースが変形　

地震の衝撃により
チャンネルベースが変形。



①基礎施工状態を確認する。

②側板及び側面扉の損傷状態を確認する

③先ずは波及事故を防止するため故障箇所を回路から切り離す。

④各機器及び充電部とその支持物に損傷がないか確認する。

応急処置

・地震により側板及び側面扉が変形。状況

現地改修にて損傷したトランス固定部を修理又は取り替える及び
側板及び側面扉を修理又は取り替えるなど、故障箇所を除去して
完全復旧させる。

恒久対策

主任技術者、作業支援者及び電力会社へ連絡する。

①主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け

　損壊状況や故障原因を把握する。

②故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と

　判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着

　を待って作業を行う。

③自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を

　停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を

　連絡する。

対応策

初動

写真

説明

　ｍ　津波６強震度屋外設置場所

地震・津波の被害対応事例３‐②

　　テーマ：地震により側板及び側面扉が変形　

地震の衝撃によりトランスが側面に衝突し側板と側面扉が変形。



1000V以上のメガーで変圧器の各端子－大地間を測定
判定値　電圧階級400V以下：20MΩ以上、 3kV以下：50MΩ以上
　　　　　　　　　　　6kV以下：60MΩ以上

絶縁抵抗

碍子表面に汚れはないか（あれば拭き取り清掃）

タンクに顕著なキズ、変形はないか

破損がないかその他

水没深さがカバー（フタ）パッキン部を超えていないかカバー（フタ）

水没状況確認

水没深さがブッシングに達していないかブッシング

全てが該当しない場合は、外観検査、絶縁抵抗測定で一次使用可否判断
判定に該当が合った場合は、油中水分量測定等含めた詳細検査で判断

呼吸器付の場合：水没深さが呼吸器まで達していないか呼吸器

ブッシング碍子に割れ、クラック等の異常はないかブッシング

タンクからの油漏れがないかタンク

外観検査

破損がないか

判定内容確認事項

判定に該当が合った場合は、絶縁油の油中水分量測定などより詳細な調査が必要
なお、全てが該当しない場合であっても被災前と同様の運転を保証するものではありません。

２．モールド変圧器、Ｈ種乾式変圧器
　　変圧器本体が浸水した場合、巻線や鉄心といって変圧器の主要な構成要素が直接水に
　浸かることになります。この場合、絶縁物や樹脂と構成物の隙間から変圧器内部に水が浸
　入していることが考えられますが、一度浸入した水分は抜けにくく、再度の運転可否を判断
　するには詳細な調査を要します。

計器

地震・津波による被災時の対応事例（機器編）

　　テーマ：津波により被災（水没）した変圧器の取り扱い
　　　　　　　　　三菱電機株式会社　水没した変圧器の取り扱いに係る件より引用

１．油入変圧器
　　変圧器本体内部に水が浸入している場合、絶縁能力が低下し電気事故に至る場合があ
　ります。表１は外観検査により本体内部への浸水の可能性を確認する際に見るべきポイン
　トと判定内容、絶縁抵抗測定による判定をまとめたものです。一次的な使用可否判断の目
　安としてください。
（地震動により内部地絡等の異常が発生している可能性があるが記載内容では検出できない場合があります）

表１．油入変圧器　運転可否判断一次判断基準



変圧器メーカに返却し
・特性試験、内部点検

・短絡電流による
　コイルの損傷

低圧側に接続の
線が接触し溶損

変圧器メーカに返却し
・特性試験、内部点検

・浸水により水分混入変圧器全体が
水没

・清掃
（真水又はアルコール）

・外観不良
・発錆

冷却フィンまで
浸水

・目視確認・油漏れタンクが変形

変圧器メーカに返却し
・特性試験、内部点検
・タンク交換
・損傷した部分まで浸水の
　場合は、内部に海水が
　入っており修理不可能

・油漏れ

タンクが破損
（絶縁油漏れ）

変圧器メーカに返却し
・特性試験、内部点検
・損傷した碍子部分まで
　浸水の場合は、内部に
　海水が入っており修理不
　可能

・破片がコイルの絶縁物を
　損傷させる可能性がある
・気密が保持できず絶縁油に
　水分混入

碍子が損傷
亀裂が入る

・損傷した部分まで浸水の
　場合は、内部に海水が
　入っており修理不可能

・気密が保持できず絶縁油に
　水分混入
・動作不良

カバー上部の
放圧装置、温度
計が損傷

変圧器メーカに返却し
・タンク・防振ゴム交換
・損傷により端子交換

・位置修正

・端子の変形修正
・絶縁抵抗測定

対応（調査）方法想定される不具合の内容現象

・正常な固定不能
防振ゴムが
変形・破損

・絶縁保護端子保護
カバーのずれ

・気密漏れ
端子が変形

地震・津波による被災時の対応事例（機器編）

　　テーマ：地震・津波により被災した油入変圧器の対応方法
　　　㈱日立産機システム　地震により被災した日立製油入変圧器点検要領書より引用



清掃・アース確認し
使用可

温度センサを交換し、結線部・端子・
本体をアルコール等でよく清掃し乾燥
させて使用可
端子－ケース間絶縁抵抗：100MΩ以上

油入リアクトル

使用不可（屋内仕様）モールドリアクトル

使用不可（屋内仕様、保護接点、方圧弁）ガス封入式コンデンサ

清掃・脚部乾燥・
アース確認し使用可

樹脂端子・パッキン端子　使用不可
はんだ付け・圧入端子は油入高圧に
準ずる
端子－ケース間絶縁抵抗：3000MΩ以上

RG形

低圧コンデンサ

使用不可（屋内仕様、樹脂構造）Ｎ２形

清掃・アース確認し
使用可

ケースの一部のみ浸
水した場合

保護接点迄

浸水した場合

保護接点を交換し、結線部・端子・
本体をアルコール等でよく清掃し乾燥
させて使用可
端子－ケース間絶縁抵抗：5000MΩ以上

油入高圧コンデンサ

使用不可（屋内仕様）乾式リアクトル

端子迄

水没した場合
機　器

　実際には種々の場合が発生すると思われ、上記で判断できない場合はその都度確認して
対応するようにしてください。

地震・津波による被災時の対応事例（機器編）

　　テーマ：水害を受けたコンデンサ・直列リアクトル使用可否判断
　　　（株）指月電機製作所　水害を受けたコンデンサ・直列リアクトルの使用可否判断基準より引用

１．要旨
　　設備用コンデンサ、及び直列リアクトルが水の被害を受けた場合の使用可否判断基準に
　ついては、機器別に、また水の被害の程度によって下記に示す内容で対応するものとする。

使用可否判断基準











参考情報（付録）

JSIA 日本配電制御システム工業会発行　受配電・制御システムハンドブックより一部抜粋
１．保守・点検の内容
１．１　保守・点検の種別と概要
　　保守・点検としては次のようなものがあげられる。また，それぞれ点検内容と点検周期が異なるので，
　適正な時期に適切な方法で励行することを推奨する。
　　点検内容については，点検項目，点検箇所を記入したチェックリストを作成して点検作業を行う。
　①日常（巡視）点検：1日～隔月程度の周期で，主として運転中の電気設備を目視などにより点検する。
　②定期点検：1年程度の周期で，主として電気設備を停止し，目視，測定および試験，清掃を行う。
　③精密点検：3年程度の周期で電気設備を停止し，必要に応じて分解することなどを含め，目視，測定
　　および試験，清掃を行う。
　④臨時点検：電気事故，その他異常が発生した場合および発生するおそれがある場合に，点検，測定
　　および試験を行い，再発防止などの措置を講ずる。

　　地震，津波その他の自然現象が原因により生ずる被害の場合は臨時点検を励行する。
　（4）臨時点検
　　臨時点検は，電気機器の劣化，故障（地絡，短絡，火災），自然災害（雷，風雨，地震）などによって
　電気事故が発生した場合，または日常（巡視）点検や精密点検において電気機器などに異常が発見
　された場合に行うものであり，速やかに発生箇所と原因を究明し，その影響を最小限にとどめ，再発
　を防止するための措置を講ずることが必要である。
　　故障診断を迅速・的確に行うには，故障状況の把握，主任技術者などへの連絡，必要に応じて作業
　支援者の応援を求めることが必要である。また，故障原因探求の方法，応急措置の方法などはあら
　かじめ検討しておくことが重要である。
　　故障診断の際に対応を誤り，二次・三次災害を誘発して大事故に発展させることは絶対に避けなけ
　ればならない。
　（a）故障状況の把握
　　故障診断を行うには，最初に設備の故障範囲および状況を正確に把握することが必要である。
　それにより，どの機器が原因であるかをある程度推定し，故障機器・原因の究明を迅速に行うことが
　可能となる。
　　例えば，停電故障の場合には全停電か部分停電かを確認し，全停電の場合は，自家用設備の構
　内停電か電力系統の配電停止による停電かの確認，部分停電の場合は，その停電範囲の確認を
　することにより故障診断を行う範囲を限定することができる。また，欠相故障・瞬時電圧降下故障など
　の場合も，同様にして全構内での故障か部分故障かについて確認するなど，故障状況を的確に
　把握する。
　（b）連絡
　　故障の際には，その状況に応じて主任技術者，作業支援者および電力会社への連絡が必要となる。
　①主任技術者：故障の大小にかかわらず，直ちに主任技術者に連絡し，故障診断作業についての指
　　示を受ける。
　②作業支援者：故障診断作業の内容に応じて，単独で作業することが困難と判断されるときには直ち
　　に作業支援者に応援を求め，支援者の到着を待って作業を行う。このような際に人員を迅速に確保
　　する目的から，作業支援者の連絡体制を日頃から整備しておくことが必要である。
　③電力会社：自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を停電させる波及事故となった
　　ときには，電力会社に速やかに故障状況を連絡しなければならない。



　（c）故障原因の究明
　　故障原因の究明を行うためには，故障状況の把握はもとより，基礎知識として設備の運転状態を
　常日頃から熟知しておくこと。また設備の構成・取り扱いなどについて十分理解しておくことが大切で
　ある。
　故障原因究明の大まかな手順は、次の通りである。
　①故障原因の推定：保護装置，遮断器などの動作状況を確認し，故障原因を推定する。
　②異常の有無の確認：外観点検などにより，各機器の異常の有無を確認する。
　③故障箇所・原因の究明：回路計（テスタ），絶縁抵抗計（メガー）などの測定器，試験器を用いて故障
　　範囲を限定し，故障箇所および原因を究明する。
　（d）応急処置
　　故障箇所を究明し，その故障箇所を除去して完全に復旧するには，故障原因の解明や機器・部品
　の取替えなどの作業を伴うので，比較的長時間を要することが多い。
　　早急にこのような作業が実施できない場合には，応急措置として故障箇所を回路から切り離すか，
　簡易な修理を行うなどにより，故障による運転支障時間の短縮を図ることが必要である。応急措置を
　施した場合には，後日，原因の本格的究明とその恒久対策を実施する。

２．更新
２．１　電気機器の寿命の考え方
　（１）機器の寿命の考え方
　　電気機器の寿命は，一般的には「使用中に被る種々のストレスや経年的な劣化などにより，その
　機器の電気的性能や機械的性能が低下して，使用上の信頼性や安全性が維持できなくなるまでの
　期間」を指している。
　　劣化要因が機器に与える影響の程度は個々の機器により異なるが，電気機器は一部の部品を
　補修または交換することにより，さらに相当期間にわたり実用上支障のない性能を発揮して安全に
　運転が継続できる機器（修理系）と，劣化または故障すると，更新する以外に性能が戻らない機器
　（非修理系）とに分けることができる。
　　高圧と低圧の汎用機器について例を挙げてみる。
　高圧汎用機器の場合，前者としては高圧配電用変圧器（絶縁油），交流遮断器，断路器，高圧交流
　負荷開閉器，高圧交流電磁接触器および保護継電器など，主として動作（運動）する部分を有する
　機器が該当し，後者としては高圧進相コンデンサ，計器用変成器，高圧限流ヒューズ，避雷器などが
　該当する。
　　また，低圧汎用機器について例を挙げると，前者としては電磁開閉器，コンタクタ形電磁継電器など，
　主として部品（接点など）の交換可能な機器が該当し，後者としては配線用遮断器，漏電遮断器，
　低圧コンデンサなどが該当する。
　　しかし，これらの分類はあくまで物理的にみた場合のことであり，故障点の部位により修理の不可能
　な場合もある。また，経済性を加味すれば，保護継電器のように修理するよりは交換（更新）したほう
　が有利となるような機器もある。
　　修理系の機器群は，使用期間により影響を受ける絶縁物の劣化に対する耐久性のほかに，動作
　回数による機械的な磨耗，疲労，狂いなどに対する耐久性も寿命の決定要因となる。つまり，修理系
　の機器については，一部の部品を交換することにより引き続いて使用することができるが，機器全体
　にガタが生じて機能を満足し得なくなった場合には更新する必要があり，これがおのおのの機器の
　規格に定められた動作回数，いわゆる機械的開閉耐久性である。
　　個々の機器の寿命は，その機器の使用されてきた履歴により大きく異なってくる。すなわち，機器が
　使用されている環境条件（周囲温度，湿度，雰囲気など），使用条件（電圧，電流など）にも大きく影響
　されるとともに，使用回路に短絡や地絡が生じた場合にも影響を受ける。
　　使用条件が，各機器で定められている標準使用状態を超えると劣化を早める要因となるので注意
　を要する。



JEAC 8011-2008 高圧受電設備規程　第３章　保守・点検　より一部抜粋
第１３１０節　保守・点検に関する基本事項【規定】より一部抜粋
１３１０－２　保守・点検・検査
２．点検の種別は，日常点検，定期点検，精密点検及び臨時点検に区分し，実施すること。
　〔注〕「点検」とは，電気設備について目視や測定器具等を用いて異常の有無を判定することをいう。
６．臨時点検は，電気事故その他異常が発生したとき，又は異常が発生するおそれがあると判断した
　ときに点検，測定及び試験を行うこと。
　〔注〕 異常が発生するおそれの予兆をとらえる為，各種測定機器を用いるとよい。
７．各種点検において，修理・改修を必要とするものがあった場合等には適切な処置を講ずること。

１３１０－３　電気事故対応
１．電気事故が発生した場合は，適切な応急措置を取り事故の処理をするとともに2次災害の防止を
　図ること。
２．電気関係報告規則，労働安全衛生規則等に基づき，必要な報告を行うこと。
　〔注〕 電気事故対応のためには，次のような内容を検討する必要がある。
　　（１）防災体制，緊急連絡体制の整備
　　（２）緊急措置，救急措置方法（台風等の気象条件による事故，波及事故，火災事故，人身事故等
　　　　への対応方法）及び訓練
　　（３）事故・災害の原因究明と対策
　　（４）各種報告の確認

第１３２０節　保守・点検【解説】より一部抜粋
１３２０－１　保守・点検
５．臨時点検
　　臨時点検は，電気事故その他異常が発生した場合又は発生のおそれのあると判断したときに実施し，
　その内容は以下のとおり。
　①次に掲げる電気工作物については，その都度異常状況の点検，絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験
　　（高圧機材に限るものとし，必要に応じて行うものとする。）を行う。
　　a　高圧機材が損壊し，短絡電流などにより受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が
　　　　発生した場合は，受電設備の全電気工作物。
　　b　受電用遮断器（電力ヒューズを含む。）が遮断動作をした場合は，遮断動作の原因となった電気
　　　　機材。
　　c　その他の電気機材に異常が発生した場合は，その電気機材。
　②高圧受電設備に事故発生のおそれがある場合は，その都度，点検，測定及び試験を行う。
６．保守
　　各種点検において，異常があった場合，修理・改修の必要を認めた場合，汚損による清掃の必要性
　　がある場合等には，内容に応じた措置を講ずる。なお，停電をして定期点検，精密点検等を行う
　　場合は，必要に応じて電気設備の清掃を行うこと。
　　清掃を実施するに当たっての留意事項を次に示す。
　①目視及び絶縁抵抗測定により汚損状態を確認し，異物の除去，清掃を行う。
　②絶縁部を重点として断路器，遮断器，高圧交流負荷開閉器，変圧器，VT・CT等の各機器，ケーブル
　　端末，配電盤，受電室等の清掃を行う。
　③汚損の程度がひどく，乾燥ウエスで拭き取れない場合は，機器材料に合った清掃液（アルコール液
　　等）にウエスを浸し，絶縁物表面の粉塵を拭き取る。



１３２０－２　電気事故対応
　電気事故（故障）発生時の人身の安全確保や設備の保全に関する対応，原因究明のために行う臨時
点検，そして電気関係報告規則に基づく報告等について示す。
１．事故・故障発生時の対応と体制整備
　　事故・故障対応に当たっては，作業現場ごとの責任者を定め，指揮命令系統をしっかり整備し重大
　事故に発展しないように実施すること。
２．安全の確保
　　感電死傷事故等の人身事故にあっては，被災者の救護を最優先とすること。
３．事故・原因の究明
　　事故・原因の究明等を次により行う。
　①設備の故障範囲及び故障状況を把握する。
　②事故・故障の際には，その状況に応じて電気主任技術者，電気工事業者，電気事業者等への連絡
　　を行う。その他火災や感電等の災害の発生時には消防署等への連絡を行う。
　③故障原因の究明を行う。
４．応急処置
　　応急措置として，故障箇所を回路から切り離すか，簡易な修理を行い，故障による運転支障時間の
　短縮を図る。
５．復旧作業
　　復旧作業では，故障箇所又は故障機器の詳細な調査から得られた結果に基づいて，故障に対する
　対策を講じる。
６．再発防止対策
　　事故・故障原因が判明した場合には，保守点検項目の改善を図るとともに，地絡遮断装置，過電流
　遮断装置等の保護装置を必要な箇所に適切に設置する。
７．電気関係報告規則に基づく事故報告
　①設置者は，電気関係報告規則第３条第２項の表に掲げる事故が発生した場合，産業保安監督部長
　　等に報告しなければならない。
　②事故報告は，次により行う。
　　a 事故の発生を知った時から48時間以内可能な限り速やかに，事故発生日時及び場所，事故が
　　　発生した電気工作物並びに事故の概要について，電話等の方法により報告する。
　　b aの報告を行った事故について，事故の発生を知った日から起算して30日以内に，事故の原因
　　　分析，事故の状況，被害の状況，再発防止対策等を詳しく調査検討し，定められた様式「電気関係
　　　事故報告」により報告する。
　　c 事故報告に関する運用，解釈等については，「電気関係報告規則第3条の運用について（内規）」
　　　（平成16年4月22日　原子力安全・保安院）を参照のこと。
　　d 事故に伴う公害防止等に関する届出について
　　　電気工作物の破損その他の事故が発生し，絶縁油が構内以外に排出され又は地下に浸透した
　　　場合は，当該絶縁油へのポリ塩化ビフェニル（PCB）の含有の有無に関わらず，電気関係報告規則
　　　第4条の表，第19号に基づき，当該電気工作物の設置場所を管轄する産業保安監督部長等に「絶
　　　縁油漏洩に係る事故の届出」をしなければならないので留意する。

その他のキュービクル式高圧受電設備の事故とその対策事例及び更新に関する情報については，
以下の文献を参照ください。
　JSIA－Ｔ1015　「キュービクル式高圧受電設備の事故とその対策事例」
　JSIA－Ｔ2001　「配電盤の更新推奨時期　判定の手引き」
　パンフレット　「キュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために」
　電気安全パンフレット　「高圧受電設備の電気事故対策　波及事故を防止するために」
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